
山　　形　　県　　公　　報 第■号平成19年■月■日（■曜日）

1347

平成19年10月16日（火）

第1884号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

  目　　　　　次  

告　　　　　示

　○県議会定例会の閉会……………………………………………………………………………（財　政　課）…1347

　○県道の供用の開始………………………………………………………………（村山総合支庁建設総務課）… 同

  告　　　　　示  

山形県告示第927号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により平成19年９月19日招集した山形県議会定例会は、

同年10月５日閉会した。

　　平成19年10月16日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第928号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成19年10月16日から同月29日まで縦覧に供する。

　　平成19年10月16日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　山形天童線

２　供用開始の区間　　山形市落合町字千歳90番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　字落合1020番１まで

３　供用開始の期日　　平成19年10月18日



電話　 山形(631)2057   (631)2056

 

印刷所
印刷者

  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登

発行所
発行人

平成19年10月16日印刷
平成19年10月16日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県


